
水
道
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

目
次

○

水
道
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
三
十
六
号
）
（
抄
）

１

○

登
録
免
許
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）

７

○

道
州
制
特
別
区
域
に
お
け
る
広
域
行
政
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
十
一
号
）
（
抄
）

９



- 1 -

○

水
道
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
三
十
六
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
都
道
府
県
の
処
理
す
る
事
務
）

（
都
道
府
県
の
処
理
す
る
事
務
）

第
十
四
条

水
道
事
業
（
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第

第
十
四
条

水
道
事
業
（
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
河
川
」
と
い
う

「
河
川
」
と
い
う
。
）
の
流
水
を
水
源
と
す
る
水
道
事
業
及
び
河
川
の
流
水

。
）
の
流
水
を
水
源
と
す
る
水
道
事
業
及
び
河
川
の
流
水
を
水
源
と
す
る
水

を
水
源
と
す
る
水
道
用
水
供
給
事
業
を
経
営
す
る
者
か
ら
供
給
を
受
け
る
水

道
用
水
供
給
事
業
を
経
営
す
る
者
か
ら
供
給
を
受
け
る
水
を
水
源
と
す
る
水

を
水
源
と
す
る
水
道
事
業
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
特

道
事
業
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
水
源
水
道
事
業
」
と
い
う
。
）
で

定
水
源
水
道
事
業
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
給
水
人
口
が
五
万
人
を
超
え

あ
つ
て
、
給
水
人
口
が
五
万
人
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
法
第

る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
法
第
六
条
第

六
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
（
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

一
項
、
第
九
条
第
一
項
（
法
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

を
含
む
。
）
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
一
条
、
第
十
三
条
第
一

む
。
）
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
一
条
、
第
十
三
条
第
一
項
、

項
、
第
十
四
条
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
、
第
三
十

第
十
四
条
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
、
第
三
十
五
条

五
条
、
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
八
条
、

、
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
八
条
並
び
に

第
三
十
九
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
都
道
府
県

第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務

が
当
事
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限

並
び
に
水
道
事
業
に
関
す
る
法
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
都
道
府

に
属
す
る
事
務
は
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
も
の
と
す
る
。

県
が
当
事
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権

限
に
属
す
る
事
務
は
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
も
の
と
す
る
。

２

一
日
最
大
給
水
量
が
二
万
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
水
道
用
水
供

２

一
日
最
大
給
水
量
が
二
万
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
水
道
用
水
供

給
事
業
に
関
す
る
法
第
二
十
六
条
、
第
二
十
九
条
第
一
項
（
法
第
三
十
条
第

給
事
業
に
関
す
る
法
第
二
十
六
条
、
第
二
十
九
条
第
一
項
（
第
三
十
条
第
二

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
三
十
条
第
一
項
及
び

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項

第
三
項
、
法
第
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
一
条
、
第
十
三
条
第

、
第
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
一
条
、
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第

一
項
及
び
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
並
び
に
法
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条

二
十
四
条
の
三
第
二
項
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
七
条
並
び
に
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

、
第
三
十
七
条
並
び
に
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
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よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
も

の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
水
道
事
業
者
間
、
水
道
用
水
供
給
事
業

４

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
水
道
事
業
者
間
、
水
道
用
水
供
給
事
業

者
間
又
は
水
道
事
業
者
と
水
道
用
水
供
給
事
業
者
と
の
間
に
お
け
る
合
理
化

者
間
又
は
水
道
事
業
者
と
水
道
用
水
供
給
事
業
者
と
の
間
に
お
け
る
合
理
化

に
関
す
る
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す
る

に
関
す
る
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す
る

事
務
は
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
水
道
事
業

事
務
は
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
水
道
事
業

者
が
経
営
す
る
水
道
事
業
の
給
水
区
域
又
は
当
該
水
道
用
水
供
給
事
業
者
が

者
又
は
水
道
用
水
供
給
事
業
者
に
係
る
次
条
の
規
定
に
よ
る
管
轄
都
道
府
県

経
営
す
る
水
道
用
水
供
給
事
業
か
ら
用
水
の
供
給
を
受
け
る
水
道
事
業
の
給

知
事
が
二
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

水
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
都
道
府
県
が
二
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

一

給
水
人
口
の
合
計
が
五
万
人
以
下
で
あ
る
二
以
上
の
水
道
事
業
者
間

一

給
水
人
口
の
合
計
が
五
万
人
を
超
え
な
い
二
以
上
の
水
道
事
業
者
間

二

（
略
）

二

（
略
）

三

一
日
最
大
給
水
量
の
合
計
が
二
万
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
二

三

一
日
最
大
給
水
量
の
合
計
が
二
万
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
二

以
上
の
水
道
用
水
供
給
事
業
者
間

以
上
の
水
道
用
水
供
給
事
業
者
間

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

５

（
略
）

５

（
略
）

６

法
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
九
条
第
一

６

法
第
三
十
六
条
第
一
項

及
び
第
二
項

、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
九
条
第

項
並
び
に
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務

一
項
並
び
に
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事

の
う
ち
、
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が

務
の
う
ち
、
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事

行
う
も
の
と
さ
れ
る
事
務
は
、
水
道
の
利
用
者
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
緊

が
行
う
こ
と
と
す
る
事
務
は
、
水
道
の
利
用
者
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
緊

急
の
必
要
が
あ
る
と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
又

急
の
必
要
が
あ
る
と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
又

は
都
道
府
県
知
事
が
行
う
も
の
と
す
る
。

は
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。

７

（
略
）

７

（
略
）

（
指
定
都
道
府
県
の
処
理
す
る
事
務
）

第
十
五
条

次
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
指
定
都

（
新
設
）

道
府
県
（
水
道
事
業
又
は
水
道
用
水
供
給
事
業
に
係
る
公
衆
衛
生
の
向
上
と
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生
活
環
境
の
改
善
に
関
し
特
に
専
門
的
な
知
識
を
必
要
と
す
る
事
務
が
適
切

に
実
施
さ
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
都
道
府
県
を
い
う

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
知
事
が
行
う
も
の
と
す
る
。

一

特
定
水
源
水
道
事
業
で
あ
つ
て
、
給
水
人
口
が
五
万
人
を
超
え
る
も
の

（
特
定
給
水
区
域
水
道
事
業
（
給
水
区
域
の
全
部
が
当
該
指
定
都
道
府
県

の
区
域
に
含
ま
れ
る
水
道
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
で
あ
る
も
の
に
限
り
、
特
定
河
川
（
河
川
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す

る
河
川
区
域
の
全
部
が
当
該
指
定
都
道
府
県
の
区
域
に
含
ま
れ
る
河
川
を

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
河
川
の
流
水
を
水
源
と

す
る
も
の
及
び
当
該
指
定
都
道
府
県
が
経
営
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関

す
る
法
第
六
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
（
法
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
一
条

、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
二
十
四
条
の

三
第
二
項
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十

七
条
、
第
三
十
八
条
並
び
に
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労

働
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
（
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生

労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
三
項
に
規
定
す

る
水
道
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

二

特
定
水
源
水
道
事
業
で
あ
つ
て
、
給
水
人
口
が
五
万
人
を
超
え
る
も
の

（
特
定
給
水
区
域
水
道
事
業
で
あ
る
も
の
に
限
り
、
特
定
河
川
以
外
の
河

川
の
流
水
を
水
源
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
法
第
四
十
二
条
第

一
項
及
び
第
三
項
（
当
該
指
定
都
道
府
県
が
当
事
者
で
あ
る
場
合
を
除
く

。
）
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務

三

一
日
最
大
給
水
量
が
二
万
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
水
道
用
水
供

給
事
業
（
特
定
給
水
区
域
水
道
用
水
供
給
事
業
（
特
定
給
水
区
域
水
道
事

業
を
経
営
す
る
者
に
対
し
て
の
み
そ
の
用
水
を
供
給
す
る
水
道
用
水
供
給

事
業
を
い
う
。
次
号
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
り

、
特
定
河
川
以
外
の
河
川
の
流
水
を
水
源
と
す
る
も
の
及
び
当
該
指
定
都
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道
府
県
が
経
営
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
法
第
二
十
六
条
、
第
二

十
九
条
第
一
項
（
法
第
三
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
並
び
に
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
法
第
三
十
一
条
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
十
一
条
、
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
十
四
条
の
三
第
二

項
並
び
に
法
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十

七
条
並
び
に
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限

に
属
す
る
事
務
（
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の

権
限
に
属
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
水
道
用
水

供
給
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

四

次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
水
道
事
業
者
間
、
水
道
用
水
供
給
事
業
者
間

又
は
水
道
事
業
者
と
水
道
用
水
供
給
事
業
者
と
の
間
に
お
け
る
合
理
化
に

関
す
る
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す
る

事
務

イ

特
定
給
水
区
域
水
道
事
業
で
あ
る
水
道
事
業
（
特
定
河
川
以
外
の

河
川
の
流
水
を
水
源
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
経
営
す
る
者
で
あ

る
二
以
上
の
水
道
事
業
者
（
当
該
指
定
都
道
府
県
を
除
く
。
）
の
間
（

給
水
人
口
の
合
計
が
五
万
人
以
下
で
あ
る
二
以
上
の
水
道
事
業
者
間
及

び
給
水
人
口
の
合
計
が
五
万
人
を
超
え
る
二
以
上
の
水
道
事
業
者
（
特

定
水
源
水
道
事
業
を
経
営
す
る
者
を
除
く
。
）
の
間
を
除
く
。
）

ロ

特
定
給
水
区
域
水
道
用
水
供
給
事
業
で
あ
る
水
道
用
水
供
給
事
業
（

特
定
河
川
以
外
の
河
川
の
流
水
を
水
源
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
経

営
す
る
者
で
あ
る
二
以
上
の
水
道
用
水
供
給
事
業
者
（
当
該
指
定
都
道

府
県
を
除
く
。
）
の
間
（
一
日
最
大
給
水
量
の
合
計
が
二
万
五
千
立
方

メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
二
以
上
の
水
道
用
水
供
給
事
業
者
間
を
除
く
。
）

ハ

特
定
給
水
区
域
水
道
事
業
で
あ
る
水
道
事
業
（
特
定
河
川
以
外
の
河

川
の
流
水
を
水
源
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
経
営
す
る
者
で
あ
る
水

道
事
業
者
（
当
該
指
定
都
道
府
県
を
除
く
。
）
と
特
定
給
水
区
域
水
道

用
水
供
給
事
業
で
あ
る
水
道
用
水
供
給
事
業
（
特
定
河
川
以
外
の
河
川
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の
流
水
を
水
源
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
経
営
す
る
者
で
あ
る
水
道

用
水
供
給
事
業
者
（
当
該
指
定
都
道
府
県
を
除
く
。
）
と
の
間
（
次
に

掲
げ
る
水
道
事
業
者
と
水
道
用
水
供
給
事
業
者
と
の
間
を
除
く
。
）

給
水
人
口
が
五
万
人
以
下
で
あ
る
水
道
事
業
者
と
一
日
最
大
給
水

(1)
量
が
二
万
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
水
道
用
水
供
給
事
業
者

と
の
間

給
水
人
口
が
五
万
人
を
超
え
る
水
道
事
業
者
（
特
定
水
源
水
道
事

(2)
業
を
経
営
す
る
者
を
除
く
。
）
と
一
日
最
大
給
水
量
が
二
万
五
千
立

方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
水
道
用
水
供
給
事
業
者
（
河
川
の
流
水
を

水
源
と
す
る
水
道
用
水
供
給
事
業
を
経
営
す
る
者
を
除
く
。
）
と
の

間

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
都
道
府
県
の
指
定
を
し
た

と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
都
道
府
県
の
指
定
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て

は
、
そ
の
指
定
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
行
つ
た
認
可
等

の
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
現
に
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
つ
て
い
る
認

可
等
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
、
当
該
指
定
の
日
以
後
同
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
指
定
都
道
府
県
の
知
事
が
行
う
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
当

該
指
定
の
日
以
後
に
お
い
て
は
、
当
該
指
定
都
道
府
県
の
知
事
が
行
つ
た
認

可
等
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
当
該
指
定
都
道
府
県
の
知
事
に
対
し
て
行

つ
た
認
可
等
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
指
定
都
道
府
県
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指

定
の
事
由
が
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
指
定
を
取
り
消
す
も
の

と
す
る
。

５

第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」

と
あ
る
の
は
「
指
定
都
道
府
県
の
知
事
」
と
、
「
当
該
指
定
都
道
府
県
の
知

事
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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６

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
の
規
定
中
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
都

道
府
県
の
知
事
が
行
う
事
務
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
に
関
す
る
規
定
は
、
指

定
都
道
府
県
の
知
事
に
関
す
る
規
定
と
し
て
指
定
都
道
府
県
の
知
事
に
適
用

が
あ
る
も
の
と
す
る
。

７

法
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
九
条
第
一

項
並
び
に
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務

の
う
ち
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
都
道
府
県
の
知
事
が
行
う
も
の
と
さ

れ
る
事
務
は
、
水
道
の
利
用
者
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ

る
と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
指
定
都
道
府

県
の
知
事
が
行
う
も
の
と
す
る
。

８

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
指
定
都
道
府
県
の
知
事
が

当
該
事
務
を
行
う
と
き
は
、
相
互
に
密
接
な
連
携
の
下
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
管
轄
都
道
府
県
知
事
）

（
管
轄
都
道
府
県
知
事
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）
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○

登
録
免
許
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
水
道
事
業
等
の
認
可
又
は
変
更
の
認
可
で
課
税
す
る
も
の
の
範
囲
）

（
水
道
事
業
等
の
認
可
又
は
変
更
の
認
可
で
課
税
す
る
も
の
の
範
囲
）

第
十
四
条

法
別
表
第
一
第
七
十
号
㈠
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、

第
十
四
条

法
別
表
第
一
第
七
十
号
㈠
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
（
事

一

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
（
事

業
の
認
可
及
び
経
営
主
体
）
の
認
可
で
、
水
道
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二

業
の
認
可
及
び
経
営
主
体
）
の
認
可
で
、
水
道
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二

年
政
令
第
三
百
三
十
六
号
）
第
十
四
条
第
一
項
（
都
道
府
県
の
処
理
す
る

年
政
令
第
三
百
三
十
六
号
）
第
十
四
条
第
一
項
（
都
道
府
県
の
処
理
す
る

事
務
）
（
道
州
制
特
別
区
域
に
お
け
る
広
域
行
政
の
推
進
に
関
す
る
法
律

事
務
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
も
の
と
さ
れ
る
事
務
に
係

施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
（
水
道
法
施
行

る
も
の
以
外
の
も
の

令
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
も
の
と
さ
れ

る
事
務
又
は
水
道
法
施
行
令
第
十
五
条
第
一
項
（
指
定
都
道
府
県
の
処
理

す
る
事
務
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
都
道
府
県
（
同
項
に
規
定
す
る
指
定
都

道
府
県
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
知
事
が
行
う
も
の

と
さ
れ
る
事
務
（
同
項
第
一
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の

二

水
道
法
第
十
条
第
一
項
（
事
業
の
変
更
）
の
規
定
に
よ
る
給
水
区
域
の

二

水
道
法
第
十
条
第
一
項
（
事
業
の
変
更
）
の
規
定
に
よ
る
給
水
区
域
の

拡
張
に
係
る
変
更
の
認
可
で
、
水
道
法
施
行
令
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定

拡
張
に
係
る
変
更
の
認
可
で
、
水
道
法
施
行
令
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
も
の
と
さ
れ
る
事
務
又
は
同
令
第
十
五
条

に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
も
の
と
さ
れ
る
事
務
に
係
る
も
の
以
外
の

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
都
道
府
県
の
知
事
が
行
う
も
の
と
さ
れ
る
事

も
の

務
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の

２

法
別
表
第
一
第
七
十
号
㈡
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲

２

法
別
表
第
一
第
七
十
号
㈡
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
と
す
る
。

一

水
道
法
第
二
十
六
条
（
事
業
の
認
可
）
の
認
可
で
、
水
道
法
施
行
令
第

一

水
道
法
第
二
十
六
条
（
事
業
の
認
可
）
の
認
可
で
、
水
道
法
施
行
令
第
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十
四
条
第
二
項
（
道
州
制
特
別
区
域
に
お
け
る
広
域
行
政
の
推
進
に
関
す

十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
も
の
と
さ
れ
る
事

る
法
律
施
行
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

務
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の

合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が

又
は
水
道
法
施
行
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定

行
う
も
の
と
さ
れ
る
事
務

に
よ
り
指
定
都
道
府
県
の
知
事
が
行
う
も
の
と
さ
れ
る
事
務
（
同
項
第
三

に
係
る
も
の
以
外
の

号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

も
の

二

水
道
法
第
三
十
条
第
一
項
（
事
業
の
変
更
）
の
規
定
に
よ
る
給
水
対
象

二

水
道
法
第
三
十
条
第
一
項
（
事
業
の
変
更
）
の
規
定
に
よ
る
給
水
対
象

の
増
加
に
係
る
変
更
の
認
可
で
、
水
道
法
施
行
令
第
十
四
条
第
二
項
の
規

の
増
加
に
係
る
変
更
の
認
可
で
、
水
道
法
施
行
令
第
十
四
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
も
の
と
さ
れ
る
事
務
又
は
同
令
第
十
五

定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
も
の
と
さ
れ
る
事
務
に
係
る
も
の
以
外

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
都
道
府
県
の
知
事
が
行
う
も
の
と
さ
れ
る

の
も
の

に
係
る
も
の
以
外
の
も
の

事
務
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○

道
州
制
特
別
区
域
に
お
け
る
広
域
行
政
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
十
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
水
道
法
施
行
令
の
特
例
）

（
水
道
法
施
行
令
の
特
例
）

第
二
条

法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
広
域
団
体
が
別
表
第
一
号
又
は
第
二

第
二
条

法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
広
域
団
体
が
別
表
第
一
号
又
は
第
二

号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
道
州
制
特
別
区
域
計

号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
道
州
制
特
別
区
域
計

画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
同
条
第
四
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
同
条
第
四
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
（
第
三
項
を
除
き
、
以
下
単
に

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
（
第
三
項
を
除
き
、
以
下
単
に

「
公
告
の
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
お
け
る
水
道
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二

「
公
告
の
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
お
け
る
水
道
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二

年
政
令
第
三
百
三
十
六
号
）
第
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条

年
政
令
第
三
百
三
十
六
号
）
第
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条

第
一
項
中
「
五
万
人
」
と
あ
る
の
は
「
五
万
人
（
給
水
区
域
の
全
部
が
一
の

第
一
項
中
「
五
万
人
」
と
あ
る
の
は
「
五
万
人
（
給
水
区
域
の
全
部
が
一
の

計
画
作
成
特
定
広
域
団
体
（
道
州
制
特
別
区
域
に
お
け
る
広
域
行
政
の
推
進

計
画
作
成
特
定
広
域
団
体
（
道
州
制
特
別
区
域
に
お
け
る
広
域
行
政
の
推
進

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
特
定
広
域
団
体
で
道
州
制
特
別
区
域
に
お
け
る
広
域
行
政
の
推
進
に
関

す
る
特
定
広
域
団
体
で
道
州
制
特
別
区
域
に
お
け
る
広
域
行
政
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
十
一
号
）
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る

す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
十
一
号
）
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る

事
務
に
関
す
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
道
州
制
特
別
区
域
計
画
を
作
成
し

事
務
に
関
す
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
道
州
制
特
別
区
域
計
画
を
作
成
し

た
も
の
を
い
う
。
）
の
区
域
に
含
ま
れ
る
特
定
水
源
水
道
事
業
に
あ
つ
て
は

た
も
の
を
い
う
。
）
の
区
域
に
含
ま
れ
る
特
定
水
源
水
道
事
業
に
あ
つ
て
は

、
二
百
五
十
万
人
。
第
三
項
を
除
き
、
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

、
二
百
五
十
万
人
。
第
三
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項

と
、
「
事
務
並
び
に
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
（
当
該
計
画
作
成
特
定
広
域
団

中
「
水
道
用
水
供
給
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
水
道
用
水
供
給
事
業
（
給
水
区

体
が
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
道
府
県
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

域
の
全
部
が
一
の
計
画
作
成
特
定
広
域
団
体
（
道
州
制
特
別
区
域
に
お
け
る

指
定
都
道
府
県
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
（
第
一
号
に
係
る

広
域
行
政
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
広
域
団

部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
権
限
に
属
す
る
事
務
を
指
定
都
道
府

体
で
道
州
制
特
別
区
域
に
お
け
る
広
域
行
政
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

県
の
知
事
が
行
う
も
の
と
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
」
と
、
「
事
務

別
表
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
道
州
制
特

は
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
（
当
該
計
画
作
成
特
定
広
域
団
体
が
指
定
都
道
府

別
区
域
計
画
を
作
成
し
た
も
の
を
い
う
。
）
の
区
域
に
含
ま
れ
る
水
道
事
業

県
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の

者
に
対
し
て
の
み
そ
の
用
水
を
供
給
す
る
も
の
（
以
下
「
特
定
広
域
水
道
用

規
定
に
よ
り
当
該
権
限
に
属
す
る
事
務
を
指
定
都
道
府
県
の
知
事
が
行
う
も

水
供
給
事
業
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
一
日
最
大
給
水
量
が
百
二
十
五
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の
と
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
は
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
水
道
用
水
供
給

万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の
）
」
と
、
同
条
第
四
項
第
三
号
中
「
水

事
業
」
と
あ
る
の
は
「
水
道
用
水
供
給
事
業
（
給
水
区
域
の
全
部
が
一
の
計

道
用
水
供
給
事
業
者
間
」
と
あ
る
の
は
「
水
道
用
水
供
給
事
業
者
間
又
は
一

画
作
成
特
定
広
域
団
体
（
道
州
制
特
別
区
域
に
お
け
る
広
域
行
政
の
推
進
に

日
最
大
給
水
量
の
合
計
が
百
二
十
五
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
二
以
上

関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
広
域
団
体
で
道
州
制
特
別
区

の
特
定
広
域
水
道
用
水
供
給
事
業
者
（
特
定
広
域
水
道
用
水
供
給
事
業
を
経

域
に
お
け
る
広
域
行
政
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
二
号
に
掲
げ

営
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
間
」
と
、
同
項
第
四

る
事
務
に
関
す
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
道
州
制
特
別
区
域
計
画
を
作
成

号
中
「
水
道
用
水
供
給
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
水
道
用
水
供
給
事
業
者
又

し
た
も
の
を
い
う
。
）
の
区
域
に
含
ま
れ
る
水
道
事
業
者
に
対
し
て
の
み
そ

は
一
日
最
大
給
水
量
が
百
二
十
五
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
特
定
広
域

の
用
水
を
供
給
す
る
も
の
（
第
四
項
第
三
号
に
お
い
て
「
特
定
広
域
水
道
用

水
道
用
水
供
給
事
業
者
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
水
道
用
水
供
給
事
業
者
（

水
供
給
事
業
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
一
日
最
大
給
水
量
が
百
二
十
五

」
と
あ
る
の
は
「
水
道
用
水
供
給
事
業
者
又
は
一
日
最
大
給
水
量
が
百
二
十

万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の
）
」
と
、
「
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
事

五
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
特
定
広
域
水
道
用
水
供
給
事
業
者
（
い
ず

務
（
当
該
計
画
作
成
特
定
広
域
団
体
が
指
定
都
道
府
県
で
あ
る
場
合
に
は
、

れ
も
」
と
す
る
。

次
条
第
一
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
権
限

に
属
す
る
事
務
を
指
定
都
道
府
県
の
知
事
が
行
う
も
の
と
さ
れ
る
も
の
を
除

く
。
）
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
（
第
一
項
又

は
第
二
項
に
規
定
す
る
計
画
作
成
特
定
広
域
団
体
が
指
定
都
道
府
県
で
あ
る

場
合
に
は
、
次
条
第
一
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ

り
当
該
権
限
に
属
す
る
事
務
を
指
定
都
道
府
県
の
知
事
が
行
う
も
の
と
さ
れ

る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
水
道
用
水
供
給
事
業
者
間
」

と
あ
る
の
は
「
水
道
用
水
供
給
事
業
者
間
又
は
一
日
最
大
給
水
量
の
合
計
が

百
二
十
五
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
二
以
上
の
特
定
広
域
水
道
用
水
供

給
事
業
者
（
特
定
広
域
水
道
用
水
供
給
事
業
を
経
営
す
る
者
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
間
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
水
道
用
水
供
給
事

業
者
」
と
あ
る
の
は
「
水
道
用
水
供
給
事
業
者
又
は
一
日
最
大
給
水
量
が
百

二
十
五
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
特
定
広
域
水
道
用
水
供
給
事
業
者
」

と
、
同
項
第
五
号
中
「
水
道
用
水
供
給
事
業
者
（
」
と
あ
る
の
は
「
水
道
用

水
供
給
事
業
者
又
は
一
日
最
大
給
水
量
が
百
二
十
五
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下

で
あ
る
特
定
広
域
水
道
用
水
供
給
事
業
者
（
い
ず
れ
も
」
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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